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見積参加者選考調書（特定随意契約用）

調達件名 令和８年度中小企業支援センター運営業務

発注課 経済観光局　経営支援・雇用労働担当部　商業・経営支援課

選定事業者 一般財団法人さっぽろ産業振興財団

随意契約の理由（相手方を特定した理由を含む。）

　本業務は、札幌市内の中小企業者や小規模事業者、個人事業者（以下、「中小企業者等」）や
創業希望者に対する経営、融資、創業等の各種相談のほか、札幌市中小企業融資制度の相談対
応、融資申請に当たっての事業計画作成の支援、専門家派遣等を行うことで、経営基盤の強化や
経営革新等を図ることを目的とする事業である。
　中小企業支援センター（以下、「支援センター」）では、一般的な経営や融資等に係る相談に
加え、SDGs経営やデジタルサービスの導入、BCP（事業継続計画）の策定、女性経営者向けの相
談等、随時、社会課題に対応した機能の拡充を図ってきている。また、中小企業信用保険法第２
条第５項等（セーフティネット保証）の認定や、各種ニーズに応じた専門家派遣なども担ってお
り、経営や融資等に関する高い専門性、支援企業に関する中立性を要する。
　さらには、産業競争力強化法に基づく「札幌市創業支援等事業計画」における創業総合相談窓
口「さっぽろ創業支援プラザ」を開設し、市内における創業支援ネットワークの中核を担ってい
る。
　このような状況の中、今後も相談窓口を円滑に運営し続けるためには、充実した相談体制と幅
広い企業支援の経験やノウハウ等を有していることが必要不可欠である。
　一般財団法人さっぽろ産業振興財団（以下、「財団」という。）は 、平成14年度より、中小
企業支援法第7条第１項に基づく「指定法人（中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省
令に規定される「都道府県等中小企業支援センター」）」として札幌市が指定している機関であ
る。指定法人は、政令市に一法人であり、市が行う中小企業者に関する経営の診断や助言を行わ
せることができるもので、財団は、20年以上にわたり支援センターを運営し、中小企業者等の
様々な経営・融資相談に対応している。
　また、長年にわたり札幌市の産業振興に係る事業に取り組んできており、幅広い分野の専門ス
タッフを抱えていることに加え、外部専門家、支援機関とのネットワークを持ち、特定の利害関
係にとらわれることなく、本市の産業振興の方向性に沿った運営を行うことができる。
　以上から、財団は、本業務を実施することのできる唯一の団体である。
　したがって、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき、本業務は特定随意契約により
実施することとし、委託先として財団を選定する。

根拠法令

地方自治法施行令第167条の２第１項第２号（予定価格100万円超の場合に記入）


